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□穂高ライオンズクラブ　100,000 円　小・中学校図書購入費□模擬株式会社　穂商マーケット代表取締役社
長　小林舞雪　48,646 円　社会貢献のため□株式会社マル井　300,000 円　奨学資金のため□ GAC 株式会社
代表取締役社長　大矢修三　プライベートルーム 4 張、20 万円相当　災害用装備品□農事組合法人　旬の味
ほりがね物産センター組合　組合長　長田　廣　図書券 20 万円分　堀金地域の小中学校へ　図書券 10 万円
分　堀金保育園へ□安曇野自家用自動車協会　交通安全教材小冊子　810 冊　市内小学校へ□あづみ野ロー
タリークラブ会長　三原　雅　50 インチ液晶テレビ　他附属品一式　穂高地域福祉センターへ□あづみ農業
協同組合　「農業とわたしたちのくらし」食農教育補助教材 1,100 部、食農教育 DVD 各小学校 1 個　市内小学
校の 5 年生へ（明科地区を除く）□トヨタカローラ南信㈱・ネッツトヨタ信州㈱代表取締役会長　小栗一朗
代表取締役社長　武内秀治　小型乗用車 1 台（200 万円相当）トヨタヴィッツ　1300cc　4WD　安曇野市へ

通
帳
の
写
し
な
ど

※
詳
細
は
通
知
で
ご
確
認
い
た
だ
く

か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
請
先　

郵
送
（
通
知
に
同
封
す
る

返
信
封
筒
）
も
し
く
は
長
寿
社
会
課

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
窓
口
（
１
階

�
番
窓
口
）
ま
た
は
各
支
所
地
域
課

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
、
振
り
込
め
詐
欺

臨
時
福
祉
給
付
金
に
関
す
る
「
振
り

込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐
取
」

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
申
請
内
容
に
関

し
市
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願

い
す
る
こ
と
や
、
手
数
料
の
振
り
込
み

を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
不
審
な
電
話
が
掛
か
っ
て
き
た
場

合
は
、す
ぐ
に
市
役
所
ま
た
は
警
察（
安

曇
野
警
察
署　

電
話
72
・
０
１
１
０
）

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

本
年
7
月
以
降
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
、
住
民
票
等
の
交
付
サ
ー
ビ

ス
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
や
（
詳
細
は
5

月
18
日
発
行
の
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）、支
所
庁
舎
の
建
て
替
え
に
よ
り
、

市
内
3
カ
所
に
あ
る
自
動
交
付
機
の
運

用
を
次
の
と
お
り
段
階
的
に
終
了
し
ま

す
。コ

ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
た
め
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
が
必
要
で
す
。

大
変
お
手
数
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
希

望
す
る
場
合
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
交
付
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
カ

ー
ド
を
受
け
取
る
ま
で
に
2
カ
月
程
度

掛
か
る
見
込
み
で
す
。

広
報
あ
づ
み
の「
5
月
お
知
ら
せ
版
」

の
発
行
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
回
発
行
は

5
月
18
日
（
水
）
で
す
。

国
の
政
策
の
一
環
と
し
て
賃
上
げ
効

果
の
及
び
に
く
い
高
齢
者
を
支
援
す
る

た
め
、
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
こ
の
給
付
金

を
受
け
取
る
に
は
、
平
成
27
年
１
月
１

日
時
点
で
住
民
票
の
あ
る
市
町
村
へ
の

申
請
が
必
要
で
す
。

●
給
付
対
象
者　

平
成
27
年
度
の
住
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人
で
、
平

成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
に
な
る

人
。
た
だ
し
次
に
当
て
は
ま
る
場
合

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▽
対
象
者
を
扶
養
し
て
い
る
人
が
課
税

さ
れ
て
い
る

▽
生
活
保
護
の
受
給
者
な
ど

●
支
給
額　

１
人
3
万
円
（
指
定
口
座

に
入
金
）

●
申
請
手
続
き　

支
給
対
象
と
な
る
見

込
み
の
人
に
は
市
か
ら
申
請
書
を
郵

送
し
ま
す
。

●
申
請
期
間　

4
月
21
日
（
木
）
～
7

月
21
日
（
木
）（
消
印
有
効
）

●
提
出
書
類　

申
請
書
、
受
取
口
座
の

特
別
回
収

5
月
2
日
（
月
）
か
ら
9
日
（
月
）

の
間
、
各
地
区
公
民
館
に
回
収
箱
を
設

置
し
ま
す
。
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

常
設
回
収　

特
別
回
収
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
戸
別
受
信
機
は
、
使
用
済
小
型
家

電
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
回
収
場
所　

▽
本
庁
舎
・
各
支
所
に
設
置
の
小
型
家

電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
。（
受
付
時
間
は

平
日
の
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

15
分
）

▽
市
内
各
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
設
置

の
コ
ン
テ
ナ
。（
受
付
時
間
は
開
場

日
の
午
前
9
時
～
午
後
4
時
）

＊
戸
別
受
信
機
は
、
乾
電
池
を
取
り
除

い
て
か
ら
、
本
体
と
電
源
コ
ー
ド
を

一
緒
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
の
開
場
日

は
、
ご
み
・
資
源
物
収
集
カ
レ
ン
ダ

ー
、
ま
た
は
、「
資
源
物
・
ご
み
出

し
方
の
手
引
き
」
12
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

し

ら

暮高
齢
者
向
け
臨
時
福
祉
給
付
金

の
ご
案
内

問
長
寿
社
会
課
福
祉
政
策
担
当

（

71
・
２
２
５
３ 

71
・
２
３
２
８
）

ア
ナ
ロ
グ
防
災
行
政
無
線

戸
別
受
信
機
の
回
収

問
廃
棄
物
対
策
課
廃
棄
物
対
策
担
当

（

71
・
２
４
９
０ 

72
・
３
１
７
６
）

危
機
管
理
課
消
防
防
災
係

（

72
・
６
７
６
９ 

72
・
６
７
３
９
）

住
民
票
等
の
自
動
交
付
機

運
用
を
終
了

問
市
民
課
市
民
担
当

（

71
・
２
４
８
９ 

71
・
２
５
０
３
）

広
報
あ
づ
み
の

5
月
お
知
ら
せ
版
の
休
刊

問
秘
書
広
報
課
秘
書
広
報
担
当

（

71
・
２
４
０
０ 

71
・
５
０
０
０
）

給付金
キャラクター
カクニンジャ

設置場所 運用終了日

本庁舎 平成29年9月30日

穂高支所 平成28年7月31日

三郷支所
平成28年3月31日

（支所改修に併せて
終了しました）

軽自動車税の税率が変わります
問税務課諸税係（471・2484　672・2065）

本年度から、初年度登録後 13 年経過した三輪以上の軽自動車税と、原動機付自転車、一部の軽
自動車および二輪の小型自動車、農耕作業車などの税率が変わります。

□四輪車などの税率

□原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪などの税率

※平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までに新車新規登録された車両は、排出ガス基準及び燃費性能に応じて
軽課（エコカー減税）が適用される場合があります。
■軽四輪乗用自家用車の例
例 1：平成 14 年に最初の新規検査を受けた場合

平成 27 年度課税・・・7,200 円　平成 28 年度課税・・・12,900 円（経年重課）
例 2：平成 27 年 8 月 7 日に新車新規登録の車両を購入した場合

平成 28 年度課税・・・10,800 円（新税率）

●軽自動車税の減免
　障害者手帳等をお持ちの人で、一定の条件に該当する場合は申請により軽自動車税が減免されます。
　〇申請期間：納税通知書到着後から 5 月 24 日（火）まで
　〇持ち物：運転免許証、印鑑、障害者手帳、車検証、納税通知書、マイナンバーカードまたは通知カード
　〇申請場所：税務課（1 階�番窓口）または各支所地域課

車両区分
税率　（年額）

平成 27 年 3 月 31 日
までの登録車

平成 27 年 4 月 1 日
以降の新規検査分

最初の新規検査を受けて
から13 年を経過した車両

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円
四輪乗用　自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円
四輪乗用　営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
四輪貨物　自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
四輪貨物　営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

車両区分
税率　（年額）

平成 27 年度まで 平成 28 年度から
原動機付自転車　（排気量 50cc 以下） 1,000 円 2,000 円
原動機付自転車　（50cc 超 90cc 以下） 1,200 円 2,000 円
原動機付自転車　（90cc 超 125cc 以下） 1,600 円 2,400 円
ミニカー（50cc 以下） 2,500 円 3,700 円
二輪の軽自動車（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
二輪の小型自動車（250cc 超） 4,000 円 6,000 円
小型特殊自動車　農耕作業用 1,600 円 2,400 円
小型特殊自動車　その他（フォークリフト等） 4,700 円 5,900 円

税率変更

寄付・寄贈のお礼（2/22 ～ 4/7）　【敬称略】


